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第３回 苅⽥町財政健全化検討会議でのご質問に対する回答 
 

議題１：⾏政サービスによる歳出削減の⽅向性、⽬的別歳出の現況、苅⽥町の単独事業 

Q１ 
 （行政サービスに関する）事業の見直しは、公債発行対象経費か一般財源対象経費かで見ても良い 

→前回紹介した苅田町行政サービス（単独事業）の一覧は、一般財源対象経費で実施 

→単独事業、補助事業の違いをベースに優先順位を決める。ただし、公共施設の維持・更新を含めて、

見直しの際には、公債発行対象経費/一般財源対象経費の違いも順位決めに反映させる。報告書ではこ

のエッセンスを記述 

 
Q2 

 （行政サービスに関する事業が）補助事業であっても、見直しは可能である。検討対象から外すの

はどうか 
→単独事業を優先的に見直すが、補助事業を「外す」ことはしない。補助事業も見直し対象であること

を報告書に明記 

 
Q3 

 （行政サービスに関する事業について）広域でやっていくというのを取り上げるのであれば、連携

中枢都市圏を含めて、広く比較した方が良い 
 （行政サービスに関する事業について）広域化と利用料金というものをリンク 

→既に共同利用をしている施設（利用料金は苅田町民と苅田町民以外で差別化）している 

→連携中枢都市圏を含めた比較、利用料金とリンクすることといった考え方については、サービスや施

設の種類によって、各論レベルで個別に検討する。方針については、報告書に記述 

 
Q4 

 国は、行政サービスに関する交付税算定の方法をトップランナー方式に変更。トップランナー方式

に挙げられている項目については、検討されてはどうか。 
→「平成 28 年度トップランナー方式」で取り上げられた対象業務の多くは、苅田町では既に外部委託

や指定管理者制度により実施している（本資料３頁参照） 

→経費水準の見直しについては、個別事業ごと（各論レベル）で検討する。この方針については、報告

書に記述 

 
Q5 

 利用料をとっているような事業に関しては運営権まで含めて検討してはどうか 
→具体的には個別サービスの検討段階（各論レベル）で検討する 

 
 

資料③ 
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議題２：歳出削減（事業内容の⾒直し 事例：ごみ処理） 

Q6 
 ごみ処理に関する基本指標や歳入の状況に関する数値について 

① 数値の誤りに関して、本資料３・４頁にて訂正 

② 他所へ焼却委託している自治体で、焼却処理のごみ処理量が計上されているのはなぜか 

 ごみ処理量は、各自治体で収集され処理施設へ搬入された量であるので、処理を委託して

いる場合であっても、処理量として計上されるため 

③ 建設改良費が計上されていないのに国庫支出金が計上されている自治体があるのはなぜか 

 建設改良以外の各自治体の個別事案において、国庫支出金が支出されている状況にある 

④ 建設改良費が計上されているのに国庫支出金が計上されていない自治体があるのはなぜか 

 同条件にあてはまる県下の自治体は、いずれも「建設改良費組合分担金」として計上 

 

議題４：歳出削減（利⽤料⾦の適正化） 

Q7 
 PFI や PPP については、大阪市はほとんど PFI を行っていない。参考にするのは、PFI を多く行

っている自治体にしていただきたい。福岡市などでもやっている 
 PFI について、企業のノウハウを活用するという意味での民間委託にもやり方が様々ある。多様な

見方をした方が良い 
 PFI というより PPP の部分で、住民と共同する形で小さい規模で小さい額で委託するのが良い（宗

像市など、教育や福祉の分野で参考になるのでは。経費削減だけではなくサービス向上でも成果） 
→中間報告（報告書）で紹介する事例を変更の予定 

→PPP/PFI だけに拘らず、「民間の知恵をどう生かすか」という切り口で事例を紹介 

 
Q8 

 35 頁の表については、公費で負担すべきもの、受益者負担でいくら賄われたのかを見るために、運

営費に対して、公費、受益者負担がどれだけかの一覧を示していただきたい 
→（本資料５頁参照） 
 
Q9 

 温水プール単体を見直すのではなくて、町全体のプールを見て見直し 
→具体的には個別サービスの検討段階（各論レベル）で実施 

 
Q10 

 高齢者のための生活習慣病予防・改善については、宮崎県の国富町で先進的な取り組みがある 
→中間報告（報告書）では事例紹介の予定 

→具体的な検討は、個別サービスの検討段階（各論レベル）で実施 
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Q4 トップランナー方式の対象事業と苅田町の状況 

 
 

Q6 事業内容の見直し（ごみ）・訂正版① 

  
 

苅田町実施 外部委託 指定管理者制度 （苅田町職員が実施） （実施無し） 
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Q6 事業内容の見直し（ごみ）・訂正版② 

 
 
Q6 事業内容の見直し（ごみ）・訂正版③ 
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Q8 苅田町の行政サービスにおける公費負担割合（第３回検討資料③スライド 35） 

 

 
 

事業名 現状 事業内容 目的別
金額（２６年度

決算ベース、千円）
開始時期

Ｈ26
公費負担割合

放課後子どもひろば事業 見直し中 放課後の子どもたちの安全で健やかな居場所づくり 民生費 21,879 平成23年4月 99% 保健料以外、町が全額負担

少子化対策保育料補助事業 見直し中
保護者に対して　第３子目以降の児童にかかる保育
料の軽減を図るため半額の給付を行う

民生費 13,025 平成17年4月 50% 町負担５０％

地域ふれあい支えあい事業助
成

①訪問見守り活動　②ふれあいいきいきサロン活動
③地域の福祉問題解決のために必要と思われる活
動

民生費 12,603 平成20年度 100% 住民負担　0

長寿祝金支給事業 見直し中
苅田町在住の高齢者の長寿に対しお祝い意を表
し、長寿祝金を支給する。

民生費 11,870 平成13年度 100% 給付事業

コミュニティバス運行委託事業
苅田町内4ルート及び白川接続線のコミュニティバス
の運行

総務費 36,725 平成17年9月20日 77%
料金　11,205千円
Ｈ２７料金値上げ（67％）

町民温水プール維持管理事業 見直し中 町民温水プールの管理等 教育費 42,510 平成23年 66% 料金別途　22,205千円

語学指導助手配置事業 見直し中
小中学校の英語事業の補助のため、外国語（英語）
指導助手を配置する事業。
（小学校5人中学校2人）

教育費 31,026 平成17年 100% 教育費用

ごみ収集袋配布事業 ごみ収集袋の無料配布 衛生費 20,125 平成8年 100% （袋費用）無料配布

がん検診事業 見直し中

胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がん、前
立腺がん、結核検診の実施
対象年齢
　胃がん、肺がん、大腸がん：40歳以上
　乳がん：30～39歳，40歳以上（マンモグラフィ）
　子宮頸がん：20歳以上
　前立腺がん：50歳以上
　結核健診：16歳と19～39歳

衛生費 18,947 昭和60年4月
67%

100％
町負担2/3
70歳以上は無料

インフルエンザ等の任意予防
接種事業

見直し中 妊婦、０歳～１８歳の予防接種自己負担の補助 衛生費 11,918 平成22年4月 68% 個人負担1,100円×5,055人

ニコニコペース運動実践教室
（健康増進室運営事業）

見直し中
ニコニコペース運動の普及
生活習慣病予防・改善のための「教室」の開催と一
般利用者の指導管理

衛生費 11,909 平成11年4月 81% 1回１００円×22,808人

テニスコート 見直し中 無料 100% 無料


